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右
の
質
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主
意
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提
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す
る
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グ
ア
ム
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
基
地
を
発
進
し
た
核
爆
弾
塔
載
可
能
の
Ｂ

52
―
Ｇ
米
戦
略
爆
撃
機
が
日
本
の
上
空
、

そ
の
周
辺
を
通
過
す
る
際
に
、
運
輸
省
（
那
覇
航
空
交
通
管
制
部
等
）
は
、
同
機
の
作
戦
行
動
を
支
障
な
く
遂
行
さ

せ
る
た
め
に
、
そ
の
都
度
民
間
機
を
排
除
し
て
特
別
の
航
空
路
（
ア
ル
ト
ラ
ブ
＝
高
度
の
留
保
）
を
設
定
す
る
措
置

を
と
つ
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
安
倍
外
務
大
臣
は
「
日
米
安
保
条
約
の
枠
内
に
お
い
て
日
本
が
便
宜
供
与
を
や
る
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
る
。
」
と
、
こ
れ
を
容
認
す
る
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。 

本
年
七
月
十
八
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
、
私
は
、
日
本
有
事
で
は
な
く
極
東
有
事
の
場
合
に
、
核
爆
弾
を

塔
載
し
核
攻
撃
に
向
か
う
Ｂ

52
が
日
本
の
管
轄
す
る
飛
行
情
報
区(

Ｆ
Ｉ
Ｒ)

を
通
過
す
る
時
に
、
日
本
政
府
が
管

制
上
の
便
宜
を
与
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
と
の
質
問
を
し
た
。 
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四 

日
本
政
府
が
核
攻
撃
に
向
か
う
Ｂ

52
に
便
宜
供
与
で
き
る
と
す
る
安
倍
外
務
大
臣
の
答
弁
並
び
に
そ
の
根
拠

と
な
つ
て
い
る
関
連
取
極
め
の
撤
回
を
要
求
す
る
。 

三 

核
爆
弾
塔
載
の
Ｂ

52
へ
の
便
宜
供
与
は
、
条
約
上
の
日
本
側
の
義
務
か
。
も
し
、
義
務
と
い
う
こ
と
な
ら
ば

そ
の
根
拠
と
な
つ
て
い
る
条
約
の
諸
条
項
及
び
関
連
取
極
め
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一 

安
倍
外
務
大
臣
の
答
弁
は
、
政
府
の
統
一
的
見
解
か
。 

こ
の
こ
と
は
、
日
本
政
府
が
核
攻
撃
に
向
か
う
Ｂ

52
に
直
接
手
を
貸
す
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
核
戦
争
に

加
担
す
る
行
為
で
あ
る
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
を
絶
対
に
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

二 

日
本
政
府
が
、
領
空
外
通
過
の
核
攻
撃
に
向
か
う
Ｂ

52
に
対
し
て
、
管
制
上
の
便
宜
を
与
え
る
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
Ｂ

52
に
よ
る
核
攻
撃
に
直
接
手
を
貸
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。 

従
つ
て
、
極
め
て
重
要
な
問
題
な
の
で
改
め
て
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

か
か
る
便
宜
供
与
は
断
固
、
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
。 

四 

 



 

 

五 

政
府
の
明
瞭
な
答
弁
を
求
め
る
。 

右
質
問
す
る
。 


